
（参考） 

岩手県薬剤師会･岩手県病院薬剤師会 合同地域連携ワーキンググループ 2021年 9月作成 

覚書 

院外処方箋における疑義照会プロトコールに関する合意書 

 

 

             病院と（保険薬局名称）                は、 

西暦 〇〇〇〇年〇〇月〇〇日に締結した「院外処方箋における疑義照会プロトコールに関する合意書」に

ついて、県薬―病薬合同提案の「合意書における疑義照会報告書」の運用にあたり、項目の読み替えによる変

更を合意する。 

記 

１．院外処方箋における疑義照会プロトコールに関する合意項目の変更に伴い、原合意書の読み替えを下記の

通りとする。 

① ｢同一成分名の変更｣に関すること 

原合意書 と を｢同一成分名の変更に関すること｣に変更する。 

② ｢同一医薬品の 規格・剤形｣変更に関すること 

原合意書 を｢同一医薬品の規格・剤形変更に関すること｣に変更する。 

③  ｢処方日数（数量）の変更による適正化に関すること｣に関すること 

原合意書 を｢処方日数（数量）の変更による適正化に関すること｣に変更する。 

④  ｢用法の変更｣に関すること 

原合意書 を｢用法の変更関すること｣に変更する。 

⑤  ｢調剤方法の変更｣に関すること 

原合意書 を｢調剤方法の変更に関すること｣に変更する。 

⑥ 「外用薬の変更」に関すること 

原合意書 と を「外用薬の変更に関すること」に変更する。 

⑦  ｢その他合意事項｣に関すること 

別に追加合意項目・疑義照会を簡素化できない事例・各種問い合わせ等に関することなどとする。 

 

２．開始時期について 

西暦      年    月    日より開始とする。 

 

３．合意内容の変更について 

合意内容の変更については、必要時協議することとする。 

 

西暦      年    月    日 

住 所：  

名 称：  

代表者：                 印 

 

住 所：  

名 称： 

代表者：                 印 


